






要約:平成元年度より 2 年間保健所と市町との一貫した乳幼児健康管理の方法を模索して

きたが実施主体が違うということで要管理児を中心に連携する方法を取ることにした。 

この間保健所は心理判定員を配置し、2 次相談機能として幼児健康教室を増設や、低出生

体重児クリニックの充実を図り、心身障害乳幼児ネットワーク事業を開始しコーデネィタ

ー機能を果たすよう努力してきた。 

特に、境界線児やその親に対するフォローを実施することは乳幼児健診の最も重要な課題

となっているのでこれらの実践を通して検討したことを報告する。 


